
平成 21年 9月 14日 

兵庫県知事  井戸 敏三 殿 

（社）兵庫県精神障害者家族会連合会 

会 長  本 條  義 和 

精神障害者の福祉施策充実に関する要望書 

貴職ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素、当会の活動にご理解、ご支援を賜り篤く御礼申し上げます。 

さて、障害者自立支援法施行３年が経過いたしましたが、精神障害者施策の遅れは依然と

して大きなものがあり、緊急の精神保健福祉の向上が望まれます。 

また、精神障害者家族のみ課せられている保護者制度など高齢化した家族の過重な負担

によって障害者を支えているという現状があり、地域で孤立になりがちな家族の支援を進め

るためにも下記事項を要望いたしますので格別のご配慮を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

記 

（就労支援に関する要望） 

１． 精神障害者を率先雇用してください。 

平成 21 年 7 月から、障害者支援課及び神戸県民局で、就労の機会を与えていただ

きありがとうございます。しかし精神障害者の一般就労環境にはまだまだ厳しいものが

あります。教育委員会等他の行政機関等でも率先して雇用されるようお願いいたしま

す。 

２． 精神障害者は就労後も相当期間の支援が必要です。精神障害について理解のある

ジョブコーチ等就労支援員を配置してください。 

  

（医療費負担と障害福祉サービスに関する要望） 

３． 精神障害者は疾病と障害を抱え、医療と障害福祉サービスが不可欠です。自立支援

医療費自己負担及びとサービス利用料を廃止してください。 

４． 重度精神障害者医療費助成制度の対象を、身体･知的障害と同程度の２級までとし

てください。 

５． 県内の障害福祉サービスの市町間格差を是正してください。 

 

（啓発に関する要望） 

６． 精神障害に対する偏見・無理解をなくすため、小中高校の学年ごとの、発達段階や習

熟度に応じた精神障害についての教育及び人権文化を育む教育を実施してください。

また、教職員の方が上記についての最新の知識を身につける機会を設けてください。 

７． 啓発を進めるため、自治会、婦人会、老人会、民生委員等が実施している人権学習

会でも障害や人権を取り上げるよう指導してください。 

（施設に関する要望） 

８． 新型インフルエンザに伴う事業所の休業補償を実施してください。 

（家族支援等に関する要望） 

９． 退院後の受け皿が不足しています。支援体制の整ったケアホーム・グループホームの

整備促進を図ってください 

１０． グループホームの世話人等施設職員の精神障害に関する研修を実施してください  

１１． 健康福祉事務所の統廃合によって家族や家族会への支援が手薄になっておりま

す。今回の大雨被害などの災害時にも対応できる支援体制を図ってください。 

なお、精神障害者等の家族に対する支援事業が厚生労働省で予算化されました

が、兵庫県において孤立しがちな家族の支援に結びつくような支援策を図ってくださ

い。 

１２． 新規発症者の家族教室を平成 22年度以降も継続実施してください。 

１３． 精神障害者相談員制度の創設を国に働きかけて下さい。 

（障害者本人の活動支援に関する要望） 

１４． 障害者本人の活動が円滑に進められるよう、セルフサポートセンターの設置をはか

ってください。 

以上 


